
共同研究講座及び共同研究部門 

 共同研究講座及び共同研究部門とは，本学と民間機関等外部の機関（以下
「民間機関等」という。）が共同して行なう研究のため，民間機関等から受け入れる
共同研究経費を有効に活用して設置及び運営し，もって当該研究の進展及び充
実を図ることを目的とする。 
 
 
 
 
 
   
 
 



共同研究講座概要等 



経費の負担内容 
 

民間機関等には、以下の研究経費を負担していただくことにな
ります。 
 
 ・謝金 
 ・旅費 
 ・民間機関等から受入れた専任教員等の人件費 
 ・消耗品費 
 ・設備費等 
 

 



受入の時期 
共同研究講座等の申込みがあった都度、随時受入れる
ことができます。 



特許の取扱い 
 共同研究の結果，本学の教員及び民間機関等から受
入れた専任教員等が共同して発明を行った場合には，
持分等を定めた共同出願契約を締結の上，共同で特許
の出願することとなります。 
その結果得た特許権は，民間機関等又は民間機関等の
指定する者が優先的に実施することを希望した場合，出
願したときから原則１０年を超えない範囲内において優
先的に実施することができます。 
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